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苫前町行財政集中改革プラン

○ 集中改革プランへの取り組み方針

（位置付け）

このプランは、昨年７月に策定した「第４次苫前町行政改革大綱」及び本年２月に

策定した「苫前町行政改革実施計画」の基本的な考え方や重点推進事項等を基本とし、

国（総務省）から示された「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指

針」により公表を要請されている『集中改革プラン』として位置付けるものとします。

（実施期間）

このプランの実施期間は、平成１７年度から平成２１年までの５ヵ年とします。

（推進体制）

このプランの推進にあたっては、町長を本部長とする「苫前町行財政改革推進本部」

において進行管理を行っていきます。また、プランの進捗状況及び実施結果を町民の

代表で組織する「苫前町行財政改革推進委員会」及び議会へ報告し助言を得るととも

に、町広報誌や町公式ホームページ等により広く町民に公表し、その理解と協力を得

ながら推進していくこととします。

○ 重点取組事項

１ 事務事業の再編・整理、廃止・統合

各種事務事業について、緊急性や公益性、費用対効果等による優先順位の精査を行い、

必要に応じて再編・整理、廃止・統合等の見直しを進めていきます。

具体的には、各種事務事業において、「計画の立案(Plan)→事業実施(Do)→共通の指標

に基づく評価(Check)→見直しにより以降の計画の反映(Action)」という、いわゆる PDCA

サイクルによる事務事業評価システムを構築することにより、町政運営における資源の

効果的・効率的な配分を図るとともに、評価過程において有識者や一般町民で組織する

第三者機関を設置し、その意見等を反映させていきます。

２ 民間委託等の推進（指定管理者制度の活用を含む）

民間委託等により、住民サービスの向上や事務の効率化、経費節減が図られると見込

まれる業務については、積極的に指定管理者制度の活用や業務委託を推進していきます。

(1 ) 公の施設についての取組目標

� 平成１６年度末時点における状況

ア．指定管理者制度導入済み施設数 〔 ０施設〕

イ．管理業務委託(一部管理も含む)実施済施設数 〔４０施設〕

ウ．全部直営施設数 〔２６施設〕

�平成１７年度～２１年度までの取組目標

・平成１８年度において廃止を検討する施設 〔 ３施設〕

・平成１８年度において指定管理者制度を導入する施設 〔 ４施設〕

・平成１９年度までに指定管理者制度の導入を検討する施設 〔 ７施設〕
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(2 ) その他の事務についての取組目標

� 平成１６年度末時点における委託状況

ア．全部委託

本庁舎清掃、本庁舎夜間警備、一般ごみ収集、水道メーター検針、ホームヘルパー

派遣、学校用務員事務(２校)

イ．一部委託

電話交換、道路維持補修・清掃等、情報処理・庁内情報システム維持、ホームペー

ジ作成・運営、調査・集計

ウ．全部直営

案内・受付、公用車運転、学校給食、学校用務員事務(２校)、総務関係事務

� 平成１７年度～平成２１年度までの取組目標

平成１９年度までに、「支所窓口業務」、「経理・出納業務」、「嘱託職員・臨時職員

対応業務」について民間委託の可能性を検討していきます。

３ 定員管理の適正化

これまでも、組織・機構の見直し等により、定員管理の適正化に取り組んできたとこ

ろですが、今後も更なる組織のスリム化を図るため、「苫前町定員適正化計画」に基づ

く退職者不補充により、平成１７年４月１日との比較で、平成２２年４月１日における

職員数を８人、約１０％削減することを目標とします。

・過去の職員数純減実績（H1 ２.4 .1 ～ H1 ７.4 .1 ）

前年度 前年度との
期 日 採用者数 職員数

退職者数 比較

H1 1 .4 .1 （６） （５） ９４ （△１）

H1 2 .4 .1 ５ ３ ９２ △２

H1 3 .4 .1 ４ ２ ９０ △２

H1 4 .4 .1 ３ ２ ８９ △１

H1 5 .4 .1 ４ １ ８６ △３

H1 6 .4 .1 ８ １ ７９ △７

H1 7 .4 .1 ２ ０ ７７ △２

・今後の職員数削減への取組（H1 ７.4 .1 ～ H２２.4 .1 ）

前年度 前年度との
期 日 採用者数 職員数

退職者数 比較

H1 7 .4 .1 （２） （０） ７７ （△２）

H1 8 .4 .1 １ ０ ７６ △１

H1 9 .4 .1 １ ０ ７５ △１

H2 0 .4 .1 ３ ０ ７２ △３

H2 1 .4 .1 １ ０ ７１ △１

H2 2 .4 .1 ２ ０ ６９ △２

計 ８ ０ ー △８

※ H2 2 .4 .1 と H1 7 .4 .1 との比較 ～ △1 0 .3 ％
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４ 手当の総点検をはじめとする給与の適正化

職員の給与制度については、従来から国の制度に準じて運用しており、各種手当の支

給についても適宜見直しを行うなど適切な対応に努めているところですが、現下の厳し

い財政状況や社会情勢等に対応するため、独自削減も視野に入れた独自の給与のあり方

についても検討していきます。

また、定員給与等の状況については、一層の透明性を確保するため、その公表手続を

条例化するとともに、管内市町村や道内外の類似自治体との比較や民間調査データなど

との比較を通じて、できるだけわかりやすい形での情報提供をホームページなどの活用

により積極的に行っていきます。

� 高齢層職員の昇級停止

・平成１７年度より、５５歳以上職員の昇級停止を実施済。

� 退職時特別昇給の廃止

・平成１６年度において実施済。

� 特殊勤務手当の適正化

・税務事務従事手当及び保健師業務手当について段階的に見直しを実施。

［平成１７年度～平成２１年度までの取組目標］

・平成１７年度をもって税務事務従事手当及び保健師業務手当について廃止。

� 管理職手当の支給基準の見直し

・月の全日勤務のない場合の不支給を実施済。

� 勤勉手当の適正化

［平成１７年度～平成２１年度までの取組目標］

・平成１８年度において、勤勉手当算定基礎額への扶養手当の算入を是正。

５ 第三セクターの見直し

本町における第三セクターについては、宿泊温泉施設である新日本海地域交流センタ

ー（苫前温泉ふわっと）の運営のため、平成１１年度に設立された�苫前町振興公社（出

資比率：5 0 .1 ％）の１団体のみですが、その経営の健全化に向けた取組として、職員

数及び給与の削減によって人件費総額の２２％、2 3 ,5 8 8 千円に上る削減を実施してき

たところですが、今後の経営にあたっては、第三セクターとしての公益上の位置付けや

機能の在り方について、再検討のうえ明確にするとともに、町の財政支援の必要性など

を町民と共有するためにも、外部監査の導入や経営の点検評価に基づいた「経営改善計

画」を策定するとともに、その経過や経営状況などを積極的に公表していきます。

また、その運営にあたっては、本町の魅力を最大限に引き出すとともに、第一次産業

の活性化を図るための「地産地消」への取組を積極的に行っていきます。

※ なお、�苫前町振興公社については、平成１８年度より指定管理者制度に基づく当該施設の

指定管理者に選定されています。

６ 経費節減等の財政効果

赤字再建団体への転落も危ぶまれる本町の危機的な財政の現状を認識するとともに、

平成１６年１１月に具申された「苫前町自立運営検討プラン」の反映や中期的な財政収

支推計(次表)に基づき、収支の均衡を図りながら持続可能な財政構造の構築を実現する

ため、歳入確保の強化、新規投資的事業の抑制(起債上限の設定)や職員等給与の独自削

減、施設維持管理費の計画的抑制管理などを盛り込んだ財政健全化計画(計画期間1 0 年)
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を平成１８年度において策定するとともに、財政環境の変化への対応や計画の実効性の

ある運用を確保するため、計画の見直しを毎年度行っていきます。

○財政収支推計(H1 ８年７月１日現在) (単位：千円)

歳 入 H1 7 年度 H1 8 年度 H1 9 年度 H2 0 年度 H2 1 年度

自主 町 税 3 5 1 ,4 1 4 3 5 0 ,9 2 1 4 4 2 ,9 6 1 4 2 8 ,0 3 2 4 1 9 ,6 7 0

財源 使用料・手数料 1 3 6 ,8 9 7 1 2 7 ,6 4 2 1 2 7 ,0 0 4 1 2 6 ,3 6 9 1 2 5 ,7 3 7

そ の 他 1 4 0 ,6 9 5 1 1 2 ,0 2 6 1 1 2 ,6 4 9 1 1 2 ,6 4 9 1 1 2 ,6 4 9

国費 普通交付税 2 ,1 1 2 ,3 1 3 1 ,9 3 0 , 0 0 0 1 ,7 8 0 ,6 2 0 1 ,6 4 0 , 1 6 2 1 ,5 0 2 ,8 7 6

特別交付税 1 9 2 ,2 7 5 1 3 0 ,0 0 0 1 3 0 ,0 0 0 1 3 0 ,0 0 0 1 3 0 ,0 0 0

補助金交付金等 5 8 0 ,5 4 8 2 8 9 ,9 4 2 4 3 0 ,7 5 9 4 2 9 ,7 5 9 4 2 8 ,7 5 9

道費 補助金交付金等 2 3 3 ,7 8 2 2 6 7 ,9 8 3 1 9 5 ,2 0 4 1 9 5 ,2 0 4 1 9 5 ,2 0 4

借入 臨時財政対策債 1 7 9 ,5 0 0 1 6 1 ,0 0 0 － － －

金 その他の町債 6 8 3 ,9 0 0 1 6 0 , 4 0 0 1 8 3 ,4 0 0 8 1 ,2 0 0 7 4 ,5 0 0

歳入合計（A） 4 ,6 1 1 ,3 2 4 3 ,5 2 9 , 9 1 4 3 ,4 0 2 ,5 9 7 3 ,1 4 3 ,3 7 4 2 ,9 8 9 ,3 9 5

歳 出 H1 7 年度 H1 8 年度 H1 9 年度 H2 0 年度 H2 1 年度

人 件 費 6 6 6 ,8 3 1 6 6 5 ,8 3 6 6 6 0 ,1 2 3 6 2 2 ,4 4 2 6 1 7 ,9 0 2

繰 出 金 3 1 0 ,5 9 6 3 3 1 ,1 9 5 2 9 9 ,8 9 5 3 1 5 ,1 8 2 3 5 4 ,0 8 7

公 債 費 1 ,0 3 9 ,3 8 3 1 ,0 1 9 , 6 4 5 1 ,0 4 7 ,1 6 8 9 8 6 , 9 4 8 8 8 8 ,6 7 8

普通建設事業費 6 4 3 ,4 8 7 3 2 9 , 3 6 0 4 5 6 ,1 0 0 1 6 0 ,7 0 0 1 4 8 ,7 0 0

災害復旧事業費 1 7 6 ,2 4 3 2 ,2 9 2 5 ,0 0 0 5 ,0 0 0 5 ,0 0 0

補 助 費 1 ,2 7 7 ,1 1 0 7 2 4 , 9 1 5 6 6 5 ,8 8 0 6 6 5 , 7 6 2 6 6 5 ,6 4 4

物 件 費 4 0 2 ,4 2 7 4 2 0 ,7 9 1 4 1 5 ,0 0 0 4 1 5 ,0 0 0 4 1 5 ,0 0 0

維 持 補 修 費 1 1 2 ,7 5 2 1 2 8 ,5 3 8 1 2 0 ,0 0 0 1 2 0 ,0 0 0 1 2 0 ,0 0 0

扶 助 費 2 0 3 ,7 1 2 1 9 0 ,9 9 2 1 9 2 ,9 0 2 1 9 4 ,8 3 1 1 9 6 ,7 7 9

そ の 他 3 1 ,4 4 5 3 8 ,4 5 7 3 2 ,0 0 0 3 2 ,0 0 0 3 2 ,0 0 0

歳出合計（B） 4 ,8 6 3 ,9 8 6 3 ,8 5 2 , 0 2 1 3 ,8 9 4 ,0 6 8 3 ,5 1 7 , 8 6 5 3 ,4 4 3 ,7 9 1

収 支 H1 7 年度 H1 8 年度 H1 9 年度 H2 0 年度 H2 1 年度

歳入(A)ー歳出(B) △2 5 2 ,6 6 2 △3 2 2 ,1 0 7 △4 9 1 ,4 7 1 △3 7 4 ,4 9 1 △4 5 4 ,3 9 6

＊平成１６年度末基金残高（現金のみ）～ 2 ,2 2 0 ,4 4 4 千円

【歳入関係】

H1 1 年度～ H1 6 年度までの取組 H1 7 年度～ H2 1 年度までの取組目標

超過課税の実施 ・法人町民税において超過課税 ・引き続き法人町民税における超過

を実施。 課税を実施。

〔効果額：2 2 ,5 4 1 千円〕 〔効果目標額：1 9 ,6 0 0 千円〕

税の徴収対策 ・口座振替の推進、納税相談、 ・これまでの取組を更に強化実施す

夜間の電話催告や戸別徴収など るとともに、悪質滞納者には、財産

の強化実施により、全税目につ の差押え等の強制執行を実施すると

いて現年課税分徴収率９９％以 ともに、公平な負担の原則から、行

上を維持。 政サービスの制限や氏名の公表など

の実施についても検討。
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使用料・手数料 ・保育料徴収基準額の見直し ・適正な受益と負担のバランスを考

の見直し (中高所得層の基準額の引き上 慮しながら、各種使用料・手数料等

げ)を実施。 の額の見直しを随時実施。平成１７

〔効果額：2 ,1 4 8 千円〕 年度において、葬斎場、公民館、町

営住宅駐車場の各種使用料及び地籍

交付手数料、MRI 脳検診自己者負

担金などの見直しを実施。

〔効果目標額：3 ,0 0 0 千円〕

未利用財産の売 ・町有遊休資産などの売却を実 ・町有遊休資産などの売却による収

り払い等 施。 〔効果額：1 0 ,0 3 9 千円〕入の確保に努める。

（検討事例）

・移住者受入のための土地活用

・既貸付財産の売却

〔効果目標額：2 0 ,0 0 0 千円〕

【歳出関係】

(1 )人件費の削減

�職員数削減による財政効果（議員等含む）

H1 1 年度～ H1 6 年度までの取組 H1 7 年度～ H2 1 年度までの取組目標

一般職員の削減 ・一般職員数△１７名 ・退職者不補充により、一般職員数

（9 4 名→7 7 名） △８名（7 7 名→6 9 名）

〔効果額：4 1 4 ,0 0 0 千円〕 〔効果目標額：2 8 8 ,0 0 0 千円〕

三役等特別職の ・H1 4 年度において「収入役」 ・継続。

削減 を廃止。

〔効果額：3 2 ,5 0 0 千円〕

町議会議員定数 ・H1 1 年度に△２名(1 6 名→1 ・H1 8 年度において定数削減に向

の削減 4 名)、H1 5 年度に△１名(1 4 けて検討。

名→1 3 名)を実施。

〔効果額：4 7 ,6 0 0 千円〕

農業委員会委員 ・H1 7 年度に△１(1 ３名→1 ２名）

定数の削減 ― を実施。

〔効果目標額：1 ,0 7 0 千円〕

�給与等削減による財政効果

H1 1 年度～ H1 6 年度までの取組 H1 7 年度～ H2 1 年度までの取組目標

一般職員 ・職員給与、手当については、 ・H1 8 年度において職員給与の独

人事院勧告に準じて対応。 自削減措置として給料月額△3 %を

実施。〔効果目標額：6 1 ,6 9 6 千円〕

・H1 8 年度において、勤勉手当算

出基準の見直し（算出基準から扶養

手当を除く）を実施。

〔効果目標額： 6 ,3 2 8 千円〕
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・H1 7 年度において昇級停止年齢

の引き下げ(5 8 歳→5 5 歳）を実施。

〔効果目標額： 2 7 9 千円〕

・H1 7 年度人事院勧告に準じた給

与制度改正の実施。

〔効果目標額：2 0 ,0 0 0 千円〕

三役等特別職 ・特別職給与について、H1 5 ・H1 7 年度において更に上乗せで

年度において町長△1 0 %、助 町長△5 %、助役△3 %、教育長△1 %

役△7 %、教育長△4 ％を実施。 を実施。

〔効果額：4 ,4 4 0 千円〕 〔効果目標額：5 ,8 3 5 千円〕

町議会議員 ・議員報酬について、H1 6 年 ・継続実施。

度において一律△1 0 %を実施。

〔効果額：4 ,4 3 6 千円〕

�その他

H1 1 年度～ H1 6 年度までの取組 H1 7 年度～ H2 1 年度までの取組目標

時間外勤務手当 ・時間外勤務手当の支給枠の△ ・継続実施。

の削減 4 %(基本給年間総額の8 %→4

%)を実施し、代休の取得によ

り対応。

〔効果額：1 7 ,0 0 0 千円〕

特殊勤務手当等 ・H1 6 年度において税務事務 ・H1 8 年度において税務事務従事

の削減、廃止 従事手当△1 .5 %を実施。 手当を廃止。

〔効果額：2 4 2 千円〕 〔効果目標額：1 ,0 3 5 千円〕

・H1 6 年度において保健師業 ・H1 8 年度において保健師業務手

務手当△1 0 千円を実施。 当を廃止。

〔効果額：6 0 0 千円〕 〔効果目標額：2 ,4 0 0 千円〕

・H1 6 年度において保健師養

成奨学金を廃止。

〔効果額：4 8 0 千円〕

非常勤特別職に ・各種委員報酬について H1 6 ・H1 8 年度において交通安全指導

係る報酬の削減 年度において一律△1 0 %を実 員報酬の支給基準の見直し(年額報

施。 〔効果額：7 8 0 千円〕 酬4 0 ,5 0 0 円→日額報酬3 ,3 0 0 円)

を実施。〔効果目標額：1 ,4 1 0 千円〕

職員福利厚生事 ・職員福利厚生事業補助金の削 ・H1 7 年度において職員健康診断

業費の削減 減、廃止。 に係る自己負担額の引き上げを実

〔効果額：2 ,8 5 8 千円〕施。 〔効果目標額：3 ,6 0 0 千円〕

(2 )組織の統廃合

H1 1 年度～ H1 6 年度までの取組 H1 7 年度～ H2 1 年度までの取組目標

組織の統廃合 H1 5 年度において ・H1 7 年度において力昼小学校(廃

・総務課、財政課→総務財政課 校)を苫前小学校へ統合。

・農林課、商工観光課→農林水 〔効果目標額：1 7 ,5 0 0 千円〕
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産課(商工観光係は企画振興課へ) ・教育委員会の組織体制の見直し

H1 6 年度において と、町長部局と社会教育業務の連携、

・古丹別支所事務所を公民館事 統合を検討。

務所へ移転。 ・学校給食調理場(２箇所)について

〔効果額：1 4 0 千円〕センター方式による運営に１本化す

ることとして統合を検討。

(3 )民間委託による事務事業費の削減

H1 1 年度～ H1 6 年度までの取組 H1 7 年度～ H2 1 年度までの取組目標

民間委託の実施 ・H1 4 年度において「訪問介 ・経理及び出納業務、古丹別支所窓

護事業」を社会福祉協議会へ移 口業務、嘱託職員及び臨時職員業務

管。 〔効果額：2 4 ,0 0 0 千円〕 について民間委託を検討。

・H1 5 年度において町道除排 〔効果目標額：5 ,0 0 0 千円〕

雪業務の民間委託を実施。

〔効果額： 7 ,3 0 0 千円〕

指定管理者制度 ・H1 8 年度において次の４施設に

の導入 ― ついて指定管理者制度を導入。

＊新日本海地域交流センター

〔効果目標額：6 ,0 5 0 千円〕

＊ななかまどの館

〔効果目標額：6 ,2 6 9 千円〕

＊若者交流センター

〔効果目標額： 0 千円〕

＊生きがいデイサービスセンター

〔効果目標額： 5 6 千円〕

・H1 9 年度以降において７施設に

ついて指定管理者制度の導入を検

討。

(4 )施設維持費の見直し

平成1 1 年度以降毎年度５～1 0 ％の削減を実施してきており、平成1 7 年度以降につ

いては、老朽化が著しい既存町有施設（３施設：老人福祉センター、福祉センター、児

童会館）についての存廃についても検討し、その方向性を示していきます。

〔効果目標額：1 0 ,0 0 0 千円〕

(5 )補助金等の整理合理化

H1 1 年度～ H1 6 年度までの取組 H1 7 年度～ H2 1 年度までの取組目標

補助金等の整理 ・補助基準等を設定し、補助廃 ・継続的な削減に努めるとともに、

合理化 止も含めて毎年度△5 ～1 0 %を 民間委員などによる「補助金検討委

実施。 員会」を設置し、継続事業や団体運

〔効果額：5 3 ,0 0 0 千円〕営補助金の存廃や少額補助金の必要

性など全ての補助金について、根本
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から見直すことにより、補助金等の

整理合理化を推進。

〔効果目標額：3 0 ,0 0 0 千円〕

(6 )投資的経費の見直し

普通建設事業費などの投資的経費については、事業効果・緊急性等に配慮し、事業費

の圧縮・実施時期や事業手法も含めて見直しを行っていきます。

〔効果目標額：３0 0 ,0 0 0 千円〕

(7 )内部管理経費の見直し

経常的経費について平成1 1 年度以降毎年度5 ～1 0 %削減してきており、平成1 7 年度

以降も継続して内部管理経費など経常的経費の削減に努めていきます。

〔効果目標額： 5 0 ,0 0 0 千円〕

７ 地方公営企業の経営健全化

本町における特別会計事業については、全て地方公営企業法非適用事業であるが、こ

のうち簡易水道事業及び下水道事業においては、普通会計に準じた行財政改革に取り組

むとともに、独立採算性の原則に基づいた公営企業法の準用を検討し、その実現に向け

て、経営の総点検に基づいた「中期経営計画」を策定するとともに、経営状況を公表す

るなど、公営企業事業における健全な財政運営の実現を目指していきます。

なお、職員定員管理については、簡易水道事業に３名、下水道事業に２名、風力発電

事業に１名と、事業運営にあたっての必要最低限の人員配置となっていますが、業務の

民間委託の拡大や指定管理者制度の導入も視野に入れつつ、事業運営の効率化に努めて

いくこととします。


